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２　　法　　　　　　人　　　　　　都 　

法　　　　　　　　　　　　　　人 　　　　

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度 　　　

確定法人税割額に対応す

調  定  額 ① る前年度分の中間申告額

事 業 年 度 数 税　    額 ② 税　    額 ③

人 千円 千円

   603 564    570 383   868 601 129   222 955 554

   576 874    551 989   852 241 976   222 859 039

   498 970    476 553   255 446 114   47 003 746

   77 904    75 436   596 795 862   175 855 293

本 都 本 店 分    47 101    45 617   508 010 117   147 754 625

他 府 県 本 店 分    30 803    29 819   88 785 745   28 100 668

   3 667    3 667   10 841 605 -               

   13 615    7 525   4 419 299 -               

   1 888    1 423    181 529 -               

   7 520    5 779    916 720    96 515

（備考）1 「納税義務者数」は、当該年度中に確定したもの及び決定したものの合計数による。ただし、当該年度中の事業年度数が２以上の法人においては、

　　　　2 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定法人税割額」欄の事業年度数に　

３　　法　　　　　　人　　　　　　事 　　

(1)　調　　　　　　　　　　　

現　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　　　

確 定 事 業 税 額 に 対 応 す る

前 年 度 分 の 中 間 申 告 額

事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ① 事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ②

本 都 本 店 分

他 府 県 本 店 分

-       

-       

（備考）1 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定事業税額」欄の事業年度数につ　

　　 　 2 「外形対象法人分」は、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分より、資本金１億円超の法人（所得課税法人に限る）を対象に導入された、外　

外 形 対 象 法 人 分    19 622   785 269 245

都 内 法 人

公 益 法 人 等

人 格 な き 社 団 等

清 算 法 人

収 入 金 額 課 税 分

清 算 法 人

区　　　　　　分

総 計

所 得 課 税 分

普 通 法 人

分 割 法 人

特 別 法 人

区　　　　　　分

総 計

普 通 法 人

都 内 法 人

分 割 法 人

特 別 法 人

公 益 法 人 等

人 格 な き 社 団 等

  40 255 342

  41 192 390

-                       

-                       

  34 523 005

  5 732 337

-                       

-               

-               

  81 447 732

   73 727

千円

   1 492

  81 982 974

   73 478

   46 592

   26 886

   10 877

-               

   16 009

  76 343 000

  41 893 612

  34 449 388

  24 108 492

  10 340 896

  42 974 887    959

  374 635 372

  138 579 331

  356 647 849

   61 051

事 業 年 度 数

   74 970

均 等 割 額

千円

  78 257 897

確 定 法 人 税 割 額納　　　税

義　務　者

  14 068 447   7 996

   61 411

   549 859

   465 889   236 056 041

   683 211

   955 725

   37 530

 1 228 314 177

千円

確　　定　　事　　業　　税　　額

   23 881

   1 450  1 797 100

   7 526

   1 423

   5 614

  9 252 378

   316 748 -                       

   59 601

    141

   6 680

   10 626

-                       

   17 306

   42 295

  18 545 277

   535 242

-                       

   112 052

   163 909

  27 224 833

   570 440

   527 300

  400 070 045

  111 354 498

所 得 割 分

付 加 価 値 割 分

資 本 割 分

  120 832 725

  71 866 169

   12 535

-                       

-                       

  183 814 541

  27 768 006

  44 537 051

   19 622

   12 535   256 119 598

  592 570 351

（外形対象法人分を除く）
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　　　　民　　　　　　税（平成18年度）

　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

　　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分 過年度相当分 合 計 調 定 額

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 調   定   額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ②－③＋④＋⑤ 調   定   額 ⑥   ＋   ⑦ ① ＋ ⑧

事 業 年 度 数 税    　額 ④   　        ⑤   　        ⑥  　          ⑦            ⑧

千円 千円 千円 千円 千円 千円

   78 834  1 054 019 158

   77 606  1 035 081 198

   49 789   331 674 727

   27 817   703 406 471

   16 426   596 520 725

   11 391   106 885 746

-                 11 973 023

-                 5 519 618

-                  337 230

   1 228   1 108 089

１納税義務者とする。

ついては、納付すべき税額のないものについても計上してある。

　　　業　　　　　　税（平成18年度）　　　

　定　　　　　　　　　　　　額

　相　　　　　　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　　　　分 過 年 度 相 当 分

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 合  計  調  定  額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ①－②＋③＋④ 調　　定　　額 ⑤     ＋     ⑥

事 業 年 度 数 税　       額 ③                ④　                ⑤　                ⑥　

千円 千円 千円 千円 千円

 1 345 296 169

  449 309 768

        

  423 116 045

  266 301 809

  156 814 236

  125 044 976

  31 769 260

  14 216 224

  10 198 170

   386 390

  1 392 939

  45 714 175

  850 272 226

  646 806 019

  127 550 299

  75 915 908

いては、納付すべき税額のないものについても計上している。

形標準課税の対象となった法人分である。

   13 338   284 359 195

  50 454 982

  28 642 206

  27 479 003

 1 294 841 187

  420 667 562

  395 637 042

  12 101 711

  9 698 274

  2 403 437

   18 054

  144 712 525

   28 309

   316 748

  1 392 939

  45 685 866

  29 365 823

  14 068 455

  9 252 378

  21 238 202

  3 963 300

   770 922

-                   

-                   

    8

   26 895

-                   

   104 186

  26 704 757

  11 707 786

  11 680 883

  4 734 222

  6 946 661

    148

  396 470 102

  90 872 705

  90 768 519

  41 654 314

  34 551 909

  7 102 405

-                   

-                   

-                   

-                   

   1 186

   45 349

   17 774

   10 738

   7 036

   225 178

   944 180

   77 795

   64 309

   43 649

-                

   181 529

   944 180

-                

   61 943

  975 761 261

  958 738 198

  289 781 115

  668 957 083

  572 412 233

  96 544 850

  11 017 298

  4 836 407

  37 700 822

  37 064 372

  13 561 416

  23 502 956

  21 161 516

  2 341 440

   175 693

   417 108

  938 060 439

  921 673 826

  276 219 699

  645 454 127

  551 250 717

  94 203 410

  10 841 605

  4 419 299

   62 032

  18 275 272

  18 213 329

  6 582 512

  11 630 817

  10 139 468

  1 491 349

-                

-                

  274 139 592

  274 077 560

  61 194 819

  212 882 741

  180 855 757

  32 026 984

-                

-                

-                

   69 642

-                   

   147 769

   945 792-                   

  15 377 292  250 924 517  49 114 205

  115 346 702

   63 123

  30 577 640    286 461

  12 940 818

-                     46 564 131   1 751 638   2 938 856

   953 644-                   

  628 914 052

  124 611 443

  74 962 264

  207 217 424

  21 784 467

  17 891 967   13 338

  828 487 759  14 978 917


